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１．計画の概要           

（１）計画策定の背景 

下保谷四丁目特別緑地保全地区は、西東京市の北東、西武池袋線保谷駅北口より約 400ｍ

に位置し、都市化が進む駅周辺地域における貴重な緑であるとともに、武蔵野の面影を残す屋

敷林として非常に貴重な空間となっています。これを将来に継承するため、西東京市は、平成 24

（2012）年 11 月に特別緑地保全地区として指定し、平成 29（2017）年度までに所有者より

約 1.1ヘクタールの用地を段階的に取得しました。 

特別緑地保全地区指定の基本方針でもある保全に加え、地域資源として有効活用するため

の計画を策定していく必要があることから、平成 31（2019）年 1月に、その礎となる「下保谷四

丁目特別緑地保全地区保全活用方針」を策定し、特別緑地保全地区の新たな保全活用に向け

た一歩を踏み出し、保全活用の基本方針を実現するためのプロセスとして、実証実験、活用、価

値の評価を同時進行で進めてきたところです。 

 

（２）計画の目的 

下保谷四丁目特別緑地保全地区は、屋敷林として人の手が加えられ活用されることにより、

保全されてきました。これを将来に継承するには、所有者である西東京市、市民、専門家が連携

しながら、保全と活用を一体のものとして捉え、取組を実施していく必要があります。 

本計画は、下保谷四丁目特別緑地保全地区に関する知見を整理し現状を把握するとともに、

下保谷四丁目特別緑地保全地区の目指す姿を考察し、今後の保全活用のための基本計画を

定めることを目的とします。 

 

（３）計画の位置づけ 

本計画は、下保谷四丁目特別緑地保全地区を西東京市、市民、専門家等のさまざまな主体

が連携しながら保全活用していくにあたり指針とするものであり、下保谷四丁目特別緑地保全

地区で今後実施される個別事業はこれに準じたものとします。 

策定にあたっては、「西東京市総合計画」や「西東京市都市計画マスタープラン」、「西東京市

みどりの基本計画」を考慮しつつ、市民からの意見も取り入れたものとします。 

 

（４）計画の対象期間 

本計画は、令和４（2022）年度から計画対象期間とし、概ね 10 年を目途として見直しを行う

こととします。なお、５年を目途として検証を行います。 
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（５）計画の対象範囲 

本計画の対象範囲は、下保谷四丁目特別緑地保全地区全域とします。ただし、対象地域の保

全活用にあたっては、下保谷四丁目特別緑地保全地区を点とした取組だけでなく、周辺地域の

地域資源や活動を結びつけながら一体的に進めるものとします。 

 

■下保谷四丁目特別緑地保全地区および周辺地区の概要 
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２．下保谷四丁目特別緑地保全地区の概要         

（１）概要 

下保谷四丁目特別緑地保全地

区は、母屋・蔵・離れ等の建築物と

周囲の屋敷林から構成される緑地

となっています。ケヤキやシラカシな

どから成る高木林のほか、竹林や草

地、市民へ一般開放されている野草

園などがあります。 

 

 

 

■下保谷四丁目特別緑地保全地区空中写真 

  

名称 下保谷四丁目特別緑地保全地区 

所在地 東京都西東京市下保谷四丁目７番４号 

面積 11,133.93㎡ 

母屋 離れ 

蔵 

竹林 

野草園 

草地 高木林 

（国土地理院空中写真 令和元（2019）年） 
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■下保谷四丁目特別緑地保全地区の略歴 

【歴史の中の下保谷】 

下保谷は、白子川の源流域のひとつです。湧水を集めた川沿いには約 3 万年前の旧石器時

代から人々の活動の跡を追うことができます。しかし、弥生時代に入り、人々の生活の仕方が狩

猟採集から水稲稲作へと変わると、人々はより水の得やすい低地に移り住んでしまいました。か

つての字名
あ ざ な

の「荒
あら

屋敷
や し き

」は、中世に人々が入植してきた際にこの土地が「荒地」だったからともい

われています。 

また、下保谷は地下水堆
ち か す い た い

が発達していることでも知られています。比較的浅い場所から井戸水

を得ることができたため、中世になると市内でも古い集落ができてきます。この集落をつくった

人々は、小榑
こ ぐ れ

村
むら

（現練馬区大泉）から白子川をさかのぼり開拓をすすめてきたと考えられており、

日蓮宗、特に三十番神を篤く信仰していました。 

白子川の水量は乏しく水田には向かず、稗
ひえ

や粟
あわ

、小麦などの畑作を主としていました。江戸時

代の中ごろからは江戸・東京の近郊農村として蔬菜
そ さ い

やお茶などの栽培や、養蚕、藍染めの原料と

なる藍玉の生産なども行われ、財をなす者もあらわれました。 

その後、大正時代には武蔵野鉄道が引かれ、文化住宅の開発もなされましたが、屋敷林と畑

の近郊農村の趣を残しながら、現代の姿に発展してきました。 

 

【下保谷のなかの髙橋家】 

髙橋家は下保谷・荒屋敷の草分け、有力農家の一軒で、名主の固定・世襲制となった享保９

（1724）年以降は組頭をつとめた家だったため、屋号・当主は「おかしら」と呼ばれていました。

代々野菜のほか養蚕、藍栽培、製茶、たくあん漬けなどを手がけ、農・工・商にわたって時代に合

わせた多角経営の生業によって広大な農地・屋敷林と経済的安定・家格を保ってきました。元当

主である髙橋敬一氏は、所有地を下保谷福祉会館やあらやしき公園に提供するなど地域の発

展に多大な貢献をしています。 
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■髙橋家略歴 

江戸時代 元禄年間 髙橋家が下保谷地域に入植 

江戸時代 享保年間 
百姓頭を務めるようになり、当主は代々、屋号の「おかしら」をとって

「おかしらさん」と呼ばれるようになる 

江戸末期～明治時代 
屋敷林の形成及び屋敷地内の建造物（母屋及び蔵・離れ・井戸屋

形等の付属屋）の建築 

昭和 49（1974）年 母屋建て替え 

昭和 51（1976）年 髙橋家所有地の一部を下保谷福祉会館建設地として提供 

平成 10（1998）年 髙橋家所有地の一部を都道 3・4・10号線（一部）として提供 

平成 11（1999）年 髙橋家所有地の一部をあらやしき公園整備のため寄付 

 

■下保谷四丁目特別緑地保全地区の経緯 

平成 22（2010）年 東京都、西東京市、土地所有者が協議を開始 

平成24（2012）年11月 都市計画決定（西東京都市計画特別緑地保全地区） 

平成 25（2013）年５月 特別緑地保全地区の土地買取り申出 

平成 25（2013）年７月 特別緑地保全地区の土地買取り決定 

 

■髙橋家屋敷林の植栽概要（平成７（1995）年当時） 

（屋敷林の会、「武蔵野に生きて、西東京市の今へ」、平成 29（2017）年）  
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（２）植生について 

■屋敷林とは 

「屋敷林」とは、屋敷の周囲に植えられた樹林を指します。特に武蔵野台地においては、関東

平野を吹き荒れる寒風や細粒の関東ローム層による土埃を防ぐために設けられていました。さら

に、屋敷林は、季節風を防いだり、強い日差しを遮ったりすることで、天然の空調装置としての機

能を果たしてきました。また、薪や建材、農具や日用品の資材の生産の場所でもあり、農業を中

心とした人々の生活に密接な関わりをもって形成されてきました。 

 

■屋敷林の構成 

下保谷四丁目特別緑地保全地区の屋敷林は、武蔵野地域に見られる典型的な散居型屋敷

林（平野に住居が点在する形式の屋敷林）の面影を現代に伝えています。 

母屋の北側・西側には、常緑樹のシラカシやスギが列植され、寒風や土埃を防いだり用材を供

給したりする役目を担いました。かつては東側にもシラカシが列植されていたと考えられますが、

用地の提供等により現在ではなくなっています。 

北東側には、竹林が広がっています。竹林は、寒風や土埃の遮断、建築用材（塀・柵）や日用

品の部品（竹竿、樽のタガ）としての利用、タケノコなどの食材としての利用がなされました。 

南側には、落葉広葉樹のケヤキが植えられ、夏は緑陰を提供し、冬は落葉して日差しを通す役

割を果たしています。これにより、快適な居住環境や前庭の作業環境が整えられてきました。  

母屋 
蔵 西側入口 

南側入口 

武蔵野散居型屋敷林（旧髙橋家雑木林範囲予想図）（椎名豊勝氏作成） 

スギ 
…防風・防塵・用材供給 

竹林 
…防風・防塵・用材/食材供給 

ケヤキ 
…日射緩和、用材供給 

シラカシ 
…防風・防塵・日射緩和 
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■屋敷林の現在の植生 

屋敷林の植生については、1989（平成元）年度に実施された調査（秋山好則氏作成）と、

2019（令和元）年度に実施された調査（椎名豊勝氏作成）とが存在します。 

2019（令和元）年度時点で、屋敷林の樹木は幹回り 30㎝以上で 457本、47樹種が存在

するほか、モウソウチクが 417本存在します。 

1989（平成元）年度時点と 2019（令和元）年度時点の本数・樹種を比較すると、本数は

552本から 452本に減少、樹種は 38種が 47種に増加しています。本数の減少は、スギの枯

死やシュロの伐採によるもの、樹種数の増加は、ムクノキをはじめとする実生木の発生によるもの

と考えられます。また、樹木の大きさ（太さ、高さ、枝張り）について見てみると、シラカシやケヤキ、

ムクノキなどが大きく成長していることがわかります。このように、屋敷林の植生に変化が生じてき

ています。 

  

64

60

52
51

36

23

19
17

14
13

12

7 7 7
6 6 6

4 4 4
3 3 3

2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

ム
ク
ノ
キ

シ
ラ
カ
シ

ケ
ヤ
キ

ヤ
ブ
ツ
バ
キ

イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ

ミ
ズ
キ

ス
ギ
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ

エ
ノ
キ

ク
ヌ
ギ

イ
ヌ
シ
デ

ヤ
ブ
ニ
ッ
ケ
イ

ハ
リ
エ
ン
ジ
ュ

ア
カ
メ
ガ
シ
ワ

モ
ッ
コ
ク

ヒ
イ
ラ
ギ
モ
ク
セ
イ

ヒ
サ
カ
キ

ヤ
マ
ザ
ク
ラ

カ
キ
ノ
キ

マ
テ
バ
シ
イ

サ
ザ
ン
カ

キ
ン
モ
ク
セ
イ

モ
ミ
ジ
類

オ
ト
メ
ツ
バ
キ

ハ
ウ
チ
ワ
カ
エ
デ

モ
チ
ノ
キ

ツ
バ
キ

イ
ヌ
ツ
ゲ

ビ
ワ
コ
ブ
シ

カ
ヤ
サ
ワ
ラ

ク
リ
ウ
メ
ヤ
マ
グ
ワ

ハ
ク
モ
ク
レ
ン

シ
キ
ミ

シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

カ
ワ
ズ
ザ
ク
ラ

ヒ
ヨ
ク
ヒ
バ

カ
リ
ン

サ
ル
ス
ベ
リ

カ
ナ
メ
モ
チ

エ
ゴ
ノ
キ

ア
ラ
カ
シ

シ
ロ
ダ
モ

ト
ウ
ネ
ズ
ミ
モ
チ

（本）

実生木 

非実生木 

旧髙橋家屋敷林樹種別樹木（幹回り 30㎝以上）本数グラフ（椎名豊勝氏作成） 



   

 

8 

 

  

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

6

6

7

13

14

19

2

2

2

2

8

12

5

6

9

10

15

20

39

22

16

100

0 50 100

カヤ

ウメ

ハクモクレン

アラカシ

クリ

サワラ

コブシ

キンモクセイ

カキノキ

ヤマザクラ

ヒイラギモクセイ

モッコク

ハリエンジュ

クヌギ

エノキ

スギ

減少した樹種

1989年度（本）

2019年度（本）

2

2

3

7

12

17

23

36

51

52

60

64

1

1

1

1

6

1

14

26

10

51

34

55

0 50 100

モチノキ

ビワ

サザンカ

ヤブニッケイ

イヌシデ

ソメイヨシノ

ミズキ

イロハモミジ

ヤブツバキ

ケヤキ

シラカシ

ムクノキ

増加した樹種

1989年度（本）

2019年度（本）

1

1

1

1

2

2

2

2

3

63

0 20 40 60 80

ゴンズイ

ヌルデ

グミ

コウヤマキ

ヒイラギ

イチョウ

モモ

マユミ

ニワトコ

シュロ

消滅した樹種

1989年度（本）

2019年度（本）

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4

6
7

0 5 10

ヤマグワ
シキミ

シダレザクラ
カワズザクラ
ヒヨクヒバ

カリン
サルスベリ
カナメモチ
エゴノキ
シロダモ

トウネズミモチ
オトメツバキ

ハウチワカエデ
ツバキ

イヌツゲ
モミジ類

マテバシイ
ヒサカキ

アカメガシワ

新たに生じた樹種

1989年度（本）

2019年度（本）

樹種別本数1989年度～2019年度（30年間）比較グラフ（幹周り30㎝以上）（椎名豊勝氏作成） 

 



   

 

9 

 

■ゾーンごとの植生 

ゾーン 分布している植物・樹木 

高木林ゾーン ケヤキ、ムクノキ、クヌギ、シラカシ、ツバキなど 

竹林ゾーン モウソウチク、ケヤキ、ムクノキなど 

野草園ゾーン 

春：フクジュソウ、イチゲなど 

夏：ヤブカンソウ、ノアザミなど 

秋：ヒガンバナ、シモバシラなど 

冬：カンアオイ、イソギクなど 

草地ゾーン ソメイヨシノ、カヤ、セイタカアワダチソウなど 

小広場と観賞樹ゾーン ムクノキ、ソメイヨシノ、エノキ、ケヤキ、モミジなど 

屋敷と前庭ゾーン ハリエンジュ、ケヤキ、コブシなど 

駐車場ゾーン ケヤキなど 

 

  

旧髙橋家屋敷林樹冠投影図（椎名豊勝氏作成） 

高木層（樹高 20ｍ以上）・亜高木層（樹高８ｍ以上 20ｍ未満）・低木層（樹高８ｍ未満） 

黄色-高木層、青色-亜高木層、赤色-低木層、赤青二重丸-枯木 
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（３）環境について 

■暑熱の緩和効果 

屋敷林による暑熱の緩和効果を調べるため、屋敷林の中と建物内、近隣農地、近隣駐車場に

温湿度計を設置し、令和元（2019）年 8月 1日から 9月 31日にかけて気温を観測しました。

観測期間中、最高気温が 35℃を超える日が 15 日ありましたが、そのような猛暑日でも屋敷林

は近隣駐車場と比較して最高気温を平均で 4.9℃低く抑える効果があることが分かりました。屋

敷林は都市の中の貴重な「クールスポット」であるといえます。 

 

■雨水の貯留・浸透効果 

屋敷林による雨水の貯留・浸透効果を調べるため、雨水の表面流出量を調査したところ、大型

台風が通過した際にも屋敷林は 90％以上の雨水を貯留・浸透させる効果があることが分かり

ました。屋敷林は、葉や土壌で雨水を受け止め、雨水の流出を防ぐ「緑のダム」としての効果があ

るといえます。  

2019年 8月～９月の屋敷林、建物内、農地、駐車場の気温（飯田晶子氏作成） 

2019年 9月台風 15号時の屋敷林における雨量と表面流出量（飯田晶子氏作成） 

表
面
流
出
量
（
㎜
／
時
） 

雨
量
（
㎜
／
時
） 
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（４）建築について 

■武蔵野の屋敷の構成 

武蔵野の民家は、入母屋や寄棟屋根の茅葺きの平屋造りで、卓越風を防ぐ高木林に面し

た座敷に対し、その反対の方位に土間を配することが多いといえます。南面の前庭には、ケヤ

キなどの落葉樹が植えられ、夏場の日差しを遮る木陰の作業場として使われていることが通

常です。 

 

■建物の概要 

①母屋 

現在の母屋は、昭和 49（1974）年に建てられまし

た。2つの続き間のほか、洋間を含む居室 4室、台所、ト

イレ、浴室などから成る瓦屋根の平屋建て住居です。 

 

 

 

母屋の間取り 

（「下保谷四丁目特別緑地保全地区保全活用ヴィジョン」武蔵野大学 伊藤泰彦研究室作成）  
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②離れ 

離れは、三間四方の瓦葺き切妻屋根平屋建てで、土間空

間の建物です。東半分が納屋、西半分が台所と休憩室になっ

ていますが、一時ご家族の居住に使われていたとも伺います。 

離れの土間、母屋南側の 2 つの続き間を座敷、母屋北側

を台所から納戸として見立てて 1 棟の民家と見立てると、武

蔵野の民家と屋敷林の関係性が、ここにも継承されていると

評価できます。 

 

③蔵 

蔵は、明治時代に建てられたといわれています。桁行 4間・

梁間 2間半の平入切妻屋根の 2階建てです。火災から貴重

な物品や穀物などを守るため、防火性に富んだ設えをしてい

ます。 

令和元（2019）年、この蔵から鎧が見つかりました。この

一帯は尾張徳川家の鷹狩り場で、この鎧は尾張藩が貸し出

した「御貸具足」とみられ、尾張藩と髙橋家そして地域の関わりを示す貴重な資料となっています。 

 

④井戸・井戸屋形 

母屋の南側には、井戸が設けられています。井戸水は日常管理活動にも利用されています。 
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（５）歴史・文化について 

■屋敷林を取り巻く歴史・文化 

屋敷林やその周辺には、地域の歴史や文化をはじめとしたさまざまな要素が幾重にも重なって

います。それぞれの要素を結びつなぐことで、屋敷林のストーリーが立ち上がってきます。 

髙橋家の屋敷林は、旧下保谷村で江戸時代から百姓頭を務め、「おかしら」の屋号を持つ農

家の林です。代々、野菜のほか養蚕、藍栽培、製茶、たくあんの製造など、その時節に合わせた農

作物をつくる、江戸・東京の近郊農村でした。屋敷林の魅力は、昔も今もそこで生きる人々の魅力

でもあるのです。 

 

■屋敷林の「祈り」と「暮らし」 

母屋の裏には、屋敷神（屋敷の守り神）として稲荷明神が鬼門の方角に祀られています。 

下保谷地域としては、他の旧村と異なり、日蓮宗が信仰されていました。 

また、近郊農村であるこの地域では、藍や大根、お茶など、さまざまな農作物が栽培されていま

した。屋敷林には、石垣がたくあんを漬けるための漬物石であったり、垣根に茶の花が咲いてい

たりと、かつての生業を現代に伝えてくれています。 

 

■屋敷林での社会教育活動（歴史文化の未来への継承） 

下保谷四丁目特別緑地保全地区は、これまでも市民の交流の場や地域の歴史や文化を学ぶ

場として活用されてきました。 

 

①初夏本番！西東京市内の歴史的建造物を訪ねる 新緑美しい文化財散策（令和元（2019）年５月） 

下保谷地区にある歴史的建造物をめぐる文化財散策を行い、伝統的な武蔵野の農家の間取

りを残した建造物として国の登録有形文化財となっている「髙橋家住宅」や近隣の屋敷林、寺社

などを見学しました。 

 

②秋の屋敷林企画「保谷のアイと白子川」（令和元（2019）年 11月） 

秋の美しい屋敷林の中で、保谷地域の歴史や文化に触れる企画。藍染め体験、子どものため

のお茶席、野草園散策など楽しい体験ができるほか、白子川に注目した展示やミニ講演会を行

いました。東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会で西東京市がホストタウンとなったオ

ランダを応援するコーナーも設置しました。 
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（６）管理・運営について 

■髙橋家屋敷林保存会 

髙橋家屋敷林は、特別緑地保全地区に指定される以前から、所有者であった髙橋敬一氏と

住民ボランティアの協力により管理がなされていました。 

髙橋家屋敷林保存会は、髙橋家屋敷林が特別緑地保全地区に指定されたのをきっかけに、

西東京市と協力をして、平成 26（2014）年に発足しました。現在、除草や清掃などの日常的な

管理活動や市との連携によるイベント運営補助など、屋敷林の保全活用の中心的な役割を担っ

ています。 

髙橋家屋敷林保存会では、近隣小学校生徒を中心とした昆虫観察、焼き芋大会、ツリークライ

ミングなどを実施しているほか、毎週金曜日、野草園を一般開放し、見学者への対応を行ってい

ます。 

 

■下保谷四丁目特別緑地保全地区の管理・運営上の現状と課題 

①担い手について 

屋敷林の保全活動は、行政と髙橋家屋敷林保存会が連携して実施しています。しかし、髙橋

家屋敷林保存会の会員の減少、高齢化が進んでおり、新たな担い手の掘り起こしや育成が必要

となっています。 

 

②屋敷林の手入れについて 

下保谷四丁目特別緑地保全地区の樹木の枝打ちや生垣の剪定等については、行政が専門

業者へ委託して管理を行っています。そのほか日常的な清掃や除草等は髙橋家屋敷林保存会

が実施していますが、草地ゾーンの除草など、髙橋家屋敷林保存会の会員だけでは対応が難し

いものもあります。 

 

③市民などへの認知・周知について 

市民に向けて、野草園の一般開放、桜や紅葉の観賞会などのイベントを実施しています。 

その一方で、下保谷四丁目特別緑地保全地区の認知度は依然低いため、情報発信を強化し

ていく必要があります。 
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（７）市民ニーズについて 

①下保谷四丁目特別緑地保全地区 春・秋の一般開放アンケート結果（令和３（202１）年） 

【主な意見】 

・一般開放の頻度を増やしてほしい、定期的に開催してほしい。 

・今後も、屋敷林の自然を保全していってほしい。 

・カフェや休憩スペースがほしい。 

・気軽に散歩できるようにしてほしい。 

・植物や野鳥の観察や、昆虫採集をしたい。 

・地域の歴史を勉強したい。 

・マルシェを開催してほしい。 

・お祭りがしたい。 

・ピクニックがしたい。 

・子どもと散歩したり、遊んだりする場所として使いたい。 

 

②下保谷四丁目特別緑地保全地区 春の一般開放活用アイデア（令和３（202１）年） 

【主な意見】 

・屋敷林の歴史・文化勉強会 

・放課後の遊び場 

・自然豊かな場所でキャンプ 

・草花や風景の絵画教室 

・野鳥・昆虫観察 

・みんなで集まってお花見 

・ツリークライミング 

・旧髙橋家縁側でお茶会 

・家族写真の撮影 

・竹林帯の竹で流しそうめん 

・クリスマスイルミネーション 

 

③下保谷四丁目特別緑地保全地区 小学生校外学習アンケート結果（令和３（2021）年） 

【主な意見】 

・おにごっこがしたい。 

・かくれんぼをしたい。 

・キャンプをしたい。 

・おちばひろいをしたい。 

・虫さがしをしたい。 
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３．保全活用の基本的な考え方            

（１）屋敷林の本質的価値 

屋敷林の本質的価値は、自然の営みを利用して、人々が暮らしと生業に供する環境を形成し

てきた点にあります。つまり、環境の保全と活用の両側面で、必要な手をかけることが、本来の屋

敷林のあり方だといえます。また、屋敷林は、生物多様性・生態系の保全、雨水涵養・微気候調

整・炭素固定といった環境保全機能の発揮、地域の歴史文化の形成、コミュニティの醸成、健康

増進、地域学習の場の提供等、様々な面から人々の暮らしを支える価値を有すると評価できます。

今後の屋敷林の保全活用にあたっては、それらの屋敷林固有の価値を損なわないことが求めら

れます。 

 

（２）屋敷林の役割 

現在、下保谷四丁目特別緑地保全地区に残されている屋敷林は、下保谷の有力農家であっ

た髙橋家の屋敷林としてかたちづくられました。現代のように空調設備も整っていない時代に、

木々の特性を利用することによって、快適に過ごせる空間を作り出していました。また、屋敷林か

ら薪や肥料、農具や日用品の用材を調達するなど、人々の生活に密接な関わりを持つ存在でし

た。 

かつての所有者から西東京市へ引き継がれた屋敷林は、住人のための屋敷林ではなく、市民

のための屋敷林として利用されることとなりました。屋敷林は、貴重な植生や多様な生物を育む

場であるとともに、地域の暮らしや生業を現代に伝えるものとなっており、地域の自然や歴史を伝

えるフィールドミュージアムとなっています。また、住民同士の交流（学びや遊び）の場としての活

用も期待されています。 

 

■屋敷林の主な役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

快適な活動環境の提供 

夏の日差しを遮り、冬の日差しを取

り込むことで、快適な活動環境を提

供してくれています 

生物多様性の向上 

適切な手入れを行うことで、多様な環

境が創出され、さまざまな樹木や植物、

動物などが生息する場となっています 

地域学習のフィールド 
屋敷林や建物は、地域の自然や歴

史、人々の暮らしを学ぶ地域学習の

フィールドとなっています 

コミュニティの醸成 
屋敷林の保全・活用の取組や、一般

開放を通して、地域のコミュニティ醸

成に寄与します 
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（３）保全活用方針 

（１）屋敷林の本質的価値、（２）屋敷林の役割を踏まえ、以下の方針をもって、保全活用に取

り組みます。 

 

［ 方針１ ］ 屋敷林を将来に継承していくため、特徴的な植生・建物を使いながら守っていきます 

屋敷林の生物多様性・生態系の保全と屋敷林で営まれた暮らしには、「こもれびとひだまり」

が大きな環境要因としてありました。屋敷林を使い、守りながら快適な環境が形成されるよう、屋

敷林を構成する樹種や配置、管理手法に配慮し、適度に人の手を入れる植生の維持・管理を行

います。また、屋敷林の成立に密接な関わりのある屋敷林の建物についても、屋敷林の景観形成

にふさわしい整備を行い、市民活動の場として利用しながら、屋敷林における暮らしを学ぶ貴重

な存在として扱います。 

また、各ゾーンのこれまでの使われ方や植生の特徴を踏まえながら、保全と活用を推進してい

きます。 

 

［ 方針２ ］ 市民の交流の場として、地域に開かれた空間にしていきます 

屋敷林によってもたらされる快適な空間があることや地域の歴史や自然を伝えるフィールドミ

ュージアムとなっているという特徴を活かし、下保谷四丁目特別緑地保全地区を市民の学びや

遊びなどの交流の場として、地域に開かれた場としていきます。市民の活動拠点としての価値を

高めるために、ライブラリーやギャラリーの機能を持った空間としていきます。 

 

［ 方針３ ］ 市民をはじめ、さまざまな主体と連携しながら保全活用していきます 

下保谷四丁目特別緑地保全地区を保全活用していくにあたり、地域のための空間となるよう、

市民をはじめ、地域の小中学校や事業者、市民団体などと連携しながら保全活用を行います。新

たな関係者を呼び込むことで、屋敷林において積み重ねられてきた価値を後世につなぐだけで

なく、新たな価値を生み出す場としていきます。 

  

こもれび（夏の緑陰） ひだまり（秋冬の日差し） 
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■ゾーン図 
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■ゾーン別 概要と保全・活用の取組 

ゾーン 概要 保全の取組例 活用の取組例 

高木林ゾーン ・母屋の北側及び西側にシラカシなどの常緑樹が列状に植えられ、高木

林を形成しています。 

・樹木が過度に密集している場合には除伐等を行い、日差しを

確保しながら、現状を保全します。 

・高さと枝張りを抑えるため、枝打ち（強剪定）を行うなど、高木

林の樹高の管理を計画的に進めます。 

・屋敷林に特徴的な樹木や野草など、自然学習の場として活用

します。 

・かつては建材・資材・燃料として活用された間伐材の現代的

利用を検討します。 

竹林ゾーン ・モウソウチクが分布しています。 

・モウソウチクの繁殖力が強いため、竹林が拡大しないように管理するの

に手間がかかっています。 

・除伐等により密度管理を行い、竹や下草の適切な成育環境を

整えます。 

・竹林が無秩序に拡大してしまうのを防ぐため、トレンチ（溝切

り）を設けるなどの対処を検討します。 

・安全確保上、必要な除伐を行いながら開放します。 

・タケノコ堀りなど、自然学習の場として活用します。 

・モウソウチクを加工しやすいマダケに入れ替えることも検討し

ます。 

野草園ゾーン ・約 100種類の野草を栽培しています。 

・毎週金曜日 10時～12時に一般開放しています。 

・周辺地域や屋敷林の生育するさまざまな野草を栽植し、屋敷

林全体の野草のショーウィンドウとして機能させます。 

・髙橋家屋敷林保存会の協力を得ながら、引き続き一般に開放

します。 

草地ゾーン ・かつては栗林となっていました。 

・現在は草地となっており、子どもたちの昆虫観察の場となっています。 

・除草を行っていますが、管理が追い付いていない状況です。 

・将来、桜を眺められるように、所有者が桜を植樹したうえで西東京市に

譲渡しました。 

・適宜、除草を実施していきます。 ・今後どのように活用していくのか検討していく必要があります。

（昆虫採集の場としての活用、畑としての利用、桜の観賞のた

めに草地をきれいに刈るなど） 

小広場と観賞樹ゾーン ・ケヤキなどの落葉広葉樹が植えられ、亜高木林を形成しており、過去に

はツリークライミングなどのイベントを実施しています。 

・東側には、藍畑や野菜畑があり、教育活動に利用されています。 

・ケヤキなどは落枝のリスクがあるため、定期的な点検を実施し

ます。 

・ニセアカシア等の繁殖力の強い外来種は伐採も検討します。 

・広く活動に適した環境であるため、必要に応じて剪定を行い、

イベント等の実施スペースや市民の活用アイデアの実現の場

として活用します。 

屋敷と前庭ゾーン ・母屋は昭和 49（1974）年に建て替えられました。 

・母屋の前庭には、モミジなどの低木が植えられています。 

・蔵は明治時代に建てられました。 

・離れは、農作業の合間に休憩する際に使用されていました。 

・母屋や離れの前庭は、農作業をするための空間として利用されていまし

た。 

・母屋の南側には、井戸・井戸屋形が設けられています。 

・建物の間取りや屋敷林における配置には、武蔵野地域や屋敷

林の特徴が反映されており、これらの特徴を損なうことなく継

承していきます。 

・建物の外観（蔵や離れの外壁など）は、現状調査や景観形成

に関する考察のもと、改修を検討します。 

・母屋、離れ、蔵は、必要に応じて什器や備品を整えながら、地

域住民の活動の場として活用します。 

・母屋は図書室やギャラリー、蔵は展示室などとしての活用を検

討します。 

・活用にあたっては、従来の各部屋の役割に配慮して使い方を

検討します。 

・母屋や離れの前庭は、もともと農作業をするための空間であっ

たことから、人々が集い活動するためのスペースとして活用し

ます。 

駐車場ゾーン ・門前の石垣には、たくあんづくりで使われていた漬物石が使用されてい

ます。 

・上屋を含め、屋敷林の景観に配慮した整備を行います。 ・駐車場スペースは、マルシェなど地域の事業者や住民の交流

の場としても活用します。 

・舗装された環境を活かし、他のゾーンの補完的な活用を担い

ます。 
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４．行動指針                  

保全活用方針を踏まえ、保全活用のための具体的な取組の方向性を示します。 

 

［方針１に基づく行動指針］屋敷林を将来に継承していくため、特徴的な植生・建

物を使いながら守っていきます 

①植生の管理 

白子川流域・下保谷地域固有の植生の維持と回復を目指しつつ、屋敷林における植生の役

割の保全に必要な管理を行います。「こもれびとひだまり」のある環境と、安全な活動のため、樹

木の枝打ちなどを実施します。竹林に関しては、無秩序な拡大防止を検討します。植生の維持と

回復に必要な、土壌の改良にも取り組みます。 

②建物の管理 

現存する母屋・離れ・蔵・井戸屋形の現状と歴史的背景を調査し、それを元に具体的な保全

活用方法を検討します。建物の外観（蔵や離れの外壁など）は、屋敷林の景観形成にふさわしい

設え・佇まいが課題です。また建物内部は、それぞれの建造物の有する価値を損なわないように

留意しつつ、市民の活動の拠点となるような環境づくりが課題です。それら課題を踏まえた整備

に取り組みます。 

 

［方針２に基づく行動指針］市民の交流の場として、地域に開かれた空間にして

いきます 

①日常的な施設公開 

令和6（2024）年度までの期間を目標に、高木林ゾーンなど落枝の危険がないよう段階的な

強剪定を行います。その期間は、安全性を考慮して一般公開の機会やエリアを制限しますが、当

該期間が完了した後は常時の施設公開に取り組みます。その際、屋敷林の豊かな価値が分かり

やすく伝わるようにします。次世代を担う地域の子どもを含めて、市民が憩いの場として気軽に屋

敷林を訪れることができる仕組みについて検討します。 

②イベントの企画・実施 

下保谷四丁目特別緑地保全地区では、これまでも、季節ごとの一般公開や生涯学習イベント、

小学校・中学校などの学外学修などに利用されてきました。従来の取組に加えて、市民の方々に、

屋敷林を訪れ魅力を知ってもらうために、遊びや学びを切り口としたイベントを実施します。屋敷

林だからこそできる学習や体験、交流を通して、屋敷林の本質的価値を理解していただき、屋敷

林を次世代に継承していきます。また、学校や幼児施設等との連携の促進、市民から活用アイデ

アとして寄せられた自然観察や歴史講座の開催、周辺で採れた野菜の直売マルシェなどの開催

も実施していきます。 

実施したイベント等については、ノウハウ集としてまとめ、今後の市民の活動の場づくりに役立
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てていきます。 

 

［方針３に基づく行動指針］市民をはじめ、さまざまな主体と連携しながら保全

活用していきます 

①ガイドラインの作成 

屋敷林の保全や活用を推進するため、具体的な植生の維持管理などに関するガイドラインを

作成します。ガイドラインの作成にあたっては、専門家や髙橋家屋敷林保存会のボランティアの

方々の知見を整理し、市民を巻き込み、市民が参加しやすい仕組みづくりを行います。また、屋敷

林の特徴的な植生を維持・管理するため、どのような樹種を認めるのか、どのような樹高に抑え

るのか、樹木の密度はどの程度に抑えるのかなどについて、具体的な管理基準を設定します。 

②市民ボランティアとの連携 

植生の管理やイベントの開催において、市民ボランティアの方々と連携・調整を図り、継続的な

活動を行っていきます。また、ガイドラインや人材育成、情報発信においても、市民ボランティアの

方々の知見を整理し、市民を巻き込み、市民が参加しやすい仕組みづくりを行います。 

③新たなプレイヤーの掘り起こし・人材育成 

下保谷四丁目特別緑地保全地区についてよく知らない方々に向けて、屋敷林の自然や保全

活用の取組、イベント情報などについて発信するため、HP・SNS を活用し、情報発信を実施しま

す。また、屋敷林での調査結果等を発信するため、年１回程度「ヤシキリン通信」を発行します。 

ガイドラインの作成やイベントの開催について、市民参加のもとに実施し、屋敷林に関わるプレ

イヤーの掘り起こしを行います。また、ガイドラインをもとに屋敷林の保全や活用に関する学習機

会を設け、人材育成を実施します。 

④運営体制に係る検討 

下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全・活用に係る取組を通して、住民ボランティアや小・

中学校などの教育機関、市内事業者等との連携を図ります。また、将来的な民間活力の活用も

含め、下保谷四丁目特別緑地保全地区の持続的な運営方法について検討していきます。 

また、管理運営業務や市民ボランティア、広報活動の拠点となる場の設置を検討します。 
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■今後のスケジュール（案） 

  R4 R5 R6 R7 R8 

  

   
 

 

方
針
１ 

植生の 

管理 

     

建物の 

管理 

     

方
針
２ 

日常的な

施設公開 

     

イベントの

企画・実施 

     

方
針
３ 

ガイドライ

ン作成 

  
      

市民ボラ

ンティアと

の連携 

 
    

新たなプレ

イヤーの掘

り起こし・

人材育成 

 
 

   

運営体制

に かか る

検討 

     
  

 

  

西東京市（+運営補助）による運営 
民間活力の活用の検討 

今後の運営体制・活動拠点整備に係る検討 

安全な活動環境づくり 

植生の点検・調査 

市民開放の 
拡大 

プレイヤーの掘り起こし 
屋敷林の保全のための 

人材育成 

学び・遊びをテーマにした企画の実施 

一般開放等の実施 

保全活用のガイドラインの作成 

市民ボランティアとの連携 

調査・整備方針策定 整備・活用 
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５．関連する諸法令・計画との整合          

（１）建築物の保全活用に関する諸法令との整合 

①都市計画等との整合 

特別緑地保全地区は、都市緑地法により建築行為などに制限がかけられています。これに加

え、下保谷四丁目特別緑地保全地区内で建物が建っている所は、第１種低層住居専用地域（※）

に指定されており、低層住宅の良好な住環境を守るための規制もかけられています。今後の建物

の利用として、市民の皆様から、お店やカフェなどとの意見をいただいていますが、建物の活用に

ついては、都市計画法や建築基準法とも整合を図っていく必要があるため、関係部署と情報交

換、協議を随時進めながら検討を行っていきます。  

（※）用途地域と第 1種低層住居専用地域 

用途地域とは、市街地を 13 種類の地域に分類し、それぞれに建築できる建物の用途を定

めた規制のことです。第１種低層住居専用地域は、低層で良好な住宅地の形成を目的として、

建物の高さや用途などに最も厳しい規制が定められている地域で、店舗や飲食店を建築する

ことは原則できません。 

 

②文化財保護法との整合 

母屋や蔵などは、武蔵野の屋敷林の面影を残す建造物として、歴史・文化的価値を有している

といえます。 

これら建造物を文化財として保護することを検討することも必要であり、その方法のひとつとし

て、登録有形文化財として登録するという方法もあります。ただし、現在西東京市では登録文化

財制度の導入を検討している段階です。 

また、屋敷林全体を武蔵野の特色ある文化的景観として選定することも考えられますが、屋敷

林は人の手が加わり変化することが価値のひとつであると考えると、保全活用に適した方法かど

うか検討する必要があります。 

 

（※）登録有形文化財の登録基準 

原則、建設後 50年を経過し、かつ 

（1）国土の歴史的景観に寄与しているもの 

（2）造形の規範となっているもの 

（3）再現することが容易でないもの 

のいずれかに該当するもの 
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（２）西東京市のまちづくりと諸計画との整合 

下保谷四丁目特別緑地保全地区を、点としてとらえるのではなく、面として、まちづくりとしてと

らえていくことが必要です。「農地や緑地との連携」、「白子川流域といった生態系やグリーンイン

フラとの連携」、「防災や災害への対応としての連携」、「健康や福祉との連携」、「教育との連

携」、「産業との連携」、「歴史・文化の継承としての連携」など、様々なまちづくりの視点との連携

を図っていくことが求められます。 

これらまちづくりの視点と連携した様々な取組を行っていくことに加え、今後、改定が予定され

ている「西東京市総合計画」、「西東京市都市計画マスタープラン」、「西東京市みどりの基本計

画」などの諸計画に、下保谷四丁目特別緑地保全地区並びに本計画の内容を位置づけ、本計

画の実効性を担保します。 

 

■諸計画と下保谷四丁目特別緑地保全地区保全活用計画との関係図 

  

整合 

「西東京市みどりの基本計画」（平成 16年度～/令和６年改定予定） 

「西東京市第２次総合計画」 

（平成 26年度～/令和６年改定予定） 

 

 
財政・経済・防災・環境・健康福祉・教育・文化財 その他 まちづくり 

「西東京市都市計画マスタープラン」 

（平成 16年度～/令和６年改定予定） 

 

 
土地利用・交通等 公園整備・みどり 

「下保谷四丁目特別緑地保全地区保全活用計画」 
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６．推進体制           

（１）将来的な下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全活用体制について 

下保谷四丁目特別緑地保全地区では、平成 24（2012）年に特別緑地保全地区に指定され

る以前から現在に至るまで、住民ボランティアと西東京市とが連携して、管理・運営を続けてきま

した。 

しかし、現在の西東京市の管理体制や、日常管理を担っている髙橋家屋敷林保存会への負

担から、下保谷四丁目特別緑地保全地区内を、毎週金曜日の午前中の野草園の開放やイベン

ト時での開放に限られているのが現状です。 

多くの市民が、長い時間、下保谷四丁目特別緑地保全地区を保全活用してもらうために、市

民が下保谷四丁目特別緑地保全地区に関わることができる機会を増やし、下保谷四丁目特別

緑地保全地区のファンづくりにつなげていくとともに、新たな住民ボランティアの掘り起こしや育

成、小学校や地域の事業者などその他のプレイヤーとの連携を図っていく保全活用体制の構築

を目指します。また、住民ボランティアが管理上必要な部分を補うため、専門家の意見を聞いて

管理を行っていくこととし、将来的には民間活力の導入も視野に体制の検討を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【当面の保全活用推進体制】 

その他 

プレイヤー 

興味・関心に応じた関わり・
利用者のマッチング 

 
住民ボランティア 

その他の住民ボランティア 

日常管理活動 イベント運営の協力 

髙橋家屋敷林保存会 

その他のプレイヤー 

高等教育機関 地域の事業者 小・中学校 NPO 子育て世帯 近隣駐輪場利用者 

市民 

イベントなどへの参加者としての関わり / 保全活用の活動者・企画者としての関わり 

西東京市（将来的には民間活力導入も検討する） 

下保谷四丁目特別緑地保全地区の管理者として、 
保全活用の方針の決定、住民活動の包括的な支援 

運営補助 

専門家 

実践的研究 

・ 

保全活用の 

アドバイス 

市報・HPでの 
広報 

一般開放イベント
の実施 

庁内連携による 
活用 
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７．資料                

（１）計画策定の経緯 

本計画の策定にあたっては、令和２年８月に諮問された「西東京市緑化審議会」において、令

和２年度第２回から令和３年度第５回まで計画案の検討・答申をいただきました。また、令和３年

１２月から令和４年１月にかけて、「パブリックコメント（市民意見提出手続き）制度」により、ご意

見をいただき、計画案への反映に努めました。 

 

【西東京市緑化審議会】 

■令和２年度 

回 日時 議題 

第２回 
令和２年 

８月 21日 

・西東京市緑化審議会の運営方法について 

・会議録形式の決定について 

・傍聴の取り扱いについて 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全活用計画策定について 

第３回 
令和２年 

１１月１８日 

・令和２年度第２回緑化審議会会議録（案）について 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区活用イベントについて 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全活用計画策定について 

第４回 
令和３年 

２月１０日 

・令和２年度第３回緑化審議会（案）について 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区活用について 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全活用計画策定について 

・令和３年度緑化審議会について 

 

■令和３年度 

回 日時 議題 

第１回 
令和 3年 

5月 14日 

・令和２年度第４回緑化審議会会議録（案）について 

・「下保谷四丁目特別緑地保全地区 春の一般開放イベント」の

実施報告について 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全活用計画策定について 

第２回 

（書面開催） 

令和３年 

８月 19日 

・令和３年度第１回西東京市緑化審議会会議録（案）について 

・「下保谷四丁目特別緑地保全地区保全活用計画素案（案）」に 

ついて 

・活動レポート企画（ヤシキリン通信）について 

第３回 
令和３年 

10月 27日 

・令和３年度第２回西東京市緑化審議会会議録（書面開催）に           

ついて 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全活用計画策定について 

・活動レポートの企画（ヤシキリン通信）について 

第４回 
令和３年 

11月 24日 

・令和３年度第３回西東京市緑化審議会会議録（案）について 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区活用計画素案（案）について 

・今後のスケジュールについて 
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回 日時 議題 

第 5回 
令和４年 

２月７日 

・令和３年度第４回西東京市緑化審議会会議録（案）について 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区秋の一般開放イベントの報告

について 

・パブリックコメントの報告について 

・下保谷四丁目特別緑地保全地区保全活用計画（案）について 
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＜緑化審議会委員（敬称略）＞ 

任期：平成 30年８月８日～令和２年８月７日 

氏名 選出区分 備考 

飯田 晶子 学識経験者 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻特任講師 

◎ 伊藤 泰彦 学識経験者 武蔵野大学工学部 教授 

椎名 豊勝 学識経験者 日本樹木医会 東京都支部長 

○ 村田 秀夫 学識経験者 西東京市農業委員会 会長 

亀田 直美 行政機関 西東京市社会教育課（学芸員） 

中尾 信行 行政機関 東京都西部公園緑地事務所工事課長 

佐藤 留美 事業者 特定非営利活動法人 NPObirth 事務局長 

中村 文美 事業者 合同会社 もば建築文化研究所 

池田 干城 公園ボランティア 西原自然公園を育成する会 代表 

髙橋 俊郎 公園ボランティア 髙橋家屋敷林保存会 代表 

中村 賢司 公園ボランティア 西東京自然を見つめる会 顧問 

横山 廣司 公園ボランティア 特定非営利活動法人西東京花の会 理事 

梅原 朋子 公募市民  

加納 裕二 公募市民  

田巻 威彦 公募市民  

◎…委員長（会長）、○…副委員長（副会長） 

 

任期：令和２年８月８日～令和４年８月７日 

氏名 選出区分 備考 

○ 飯田 晶子 学識経験者 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻特任講師 

◎ 伊藤 泰彦 学識経験者 武蔵野大学工学部 教授 

椎名 豊勝 学識経験者 日本樹木医会 東京都支部長 

蓮見 一夫 学識経験者 前西東京市農業委員会 委員 

亀田 直美 行政機関 西東京市社会教育課（学芸員） 

永田 雅之 行政機関 東京都西部公園緑地事務所 工事課長（R3.4.1～） 

細川 卓巳 行政機関 東京都西部公園緑地事務所 所長（～R3.4.1） 

佐藤 留美 事業者 特定非営利活動法人 NPObirth 事務局長 

中村 文美 事業者 合同会社 もば建築文化研究所 

池田 干城 公園ボランティア 西原自然公園を育成する会 代表 

大矢 隆治 公園ボランティア 西東京自然を見つめる会 代表 

加藤 髙光 公園ボランティア 特定非営利活動法人西東京花の会 理事 

古賀 卓夫 公園ボランティア 髙橋家屋敷林保存会 共同代表 

梅原 朋子 公募市民  

加納 裕二 公募市民  

田巻 威彦 公募市民  

◎…委員長（会長）、○…副委員長（副会長） 
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（２）下保谷四丁目特別緑地保全地区 令和３年春の一般開放アンケート結果 

問１ あなた自身のことについてお答えください。 

（１）あなたの年齢を教えてください。（ひとつに○をつけてください） 

（N=62） 

 

（２）あなたのお住まいの地域を教えてください。（ひとつに○をつけてください） 

 

<その他の内容> 

戸田市、武蔵野市 

（N=62） 

 

問２ 「下保谷四丁目特別緑地保全地区一般公開」（紅葉観賞会）についてお答えください。 

（１） 一般公開について、何を見て知りましたか。（あてはまるものすべてに○をつけてください） 

（N=62） 

  

3.2%

1.6%

3.2%8.1% 14.5% 25.8% 12.9% 30.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

40.3%

32.3%

16.1%

9.7%

8.1%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

「広報西東京」（市報）

会場付近を通りかかって

ポスター

人づてに聞いて

西東京市ホームページ

西東京市SNS（Facebook・Twitter）

その他

33.9% 19.4% 12.9% 6.5%3.2% 21.0% 3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市内・下保谷
市内・北東部（北町、栄町、ひばりが丘北、東町、中町、富士町）
市内・中部（住吉町、泉町、保谷町、北原町、田無町）
市内・西部（ひばりが丘、谷戸町、緑町、西原町、芝久保町）
市内・南部（南町、向台町、新町、柳沢、東伏見）
市外・練馬区
市外・その他
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（２）参加・見学したイベントを教えてください。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

（N=61） 

 

（３）下保谷四丁目特別緑地保全地区（旧高橋家屋敷林）に入ったことがありますか。（ひとつ

に○をつけてください） 

（N=61） 

 

（４）今回の一般開放についてご意見・ご感想があれば教えてください。（自由にお書きください） 

秋にまた来ます。 

一度中を見てみたかったので、今日は楽しかったです。自然いっぱいでこのまま続けてください。 

一週間程前、たまたま通りかかったときに知りました。日頃大泉駅がメイン駅ですので、気が付きま

せんでした。 

一般開放をもっと多く開催してほしい。 

いつも緑深い屋敷林・桜などを外側から楽しませてもらっているが、中に入りその素晴らしさをより

深く感じた。 

いつも脇を通っていますが、こんなに素晴らしい場所だと知りました。とても素晴らしかったです。 

ガイドツアーに参加して、とても参考になりました。 

貴重な遺構なので、なるべく多く開放していただけるとありがたいですね。 

山野草がたくさんあってよかったです。 

自然に癒されました。 

自然に親しめていい機会でした。 

自宅にも入れてゆっくり見ることができました。以前は夜紅葉の時でしたので、昼に入れてよかった

です。見事です。貴重な場、大切に保存を願います。ありがとうございました。 

週１くらいで開放してくださるとうれしい。 

新鮮な体験ができてよかった。 

63.9% 23.0% 8.2%4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はじめて １～２回 ３～４回 ５回以上

85.2%

54.1%

45.9%

31.1%

18.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

野草園の観察

竹細工・木工細工紹介コーナー

屋敷林展

屋敷林見学ガイドツアー

屋敷林クイズラリー

その他
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新緑が素晴らしく、パワーをもらえました。 

スケッチしてみたい。 

素敵な場所がありうれしいです。ボランティアの方には頭が下がります。 

外では見られない花を見られてうれしかった。 

大変よかった。またお願いします。 

高橋家のルーツを知れてよかった。 

建物等も興味深かったが、樹木・や藻類の種類の多さが驚きでした。 

楽しかったです。おうちが広かったです。 

たびたび開いてほしい。 

近くを通り過ぎるだけで初めて見学しました。季節ごとに開放されるとうれしく思います。管理の皆様

のご苦労感謝いたします。 

竹林も入りたい。 

土・日も開放してほしい。 

定期的に開催してほしいです。 

とても素晴らしいところです。 

とてもよかったです。四季を通して見学できたらいいなと思います。ありがとうございました。 

都内にこのような施設があるのは素晴らしいと思います。ぜひ今の姿で永久的に残してほしいと思

います。 

夏祭りとかを開催してほしいです。 

初めてでしたが、こんな素晴らしい屋敷林があることを知ってよかったです。 

春のよい季節の下、スタッフの説明また展示物ともに必要十分で大変よかったです。 

広い敷地にびっくりです。 

保谷の歴史を知りたいと思っていたので、ちょうどよい機会になりました。この屋敷林を見てこのすぐ

近くに引っ越してきたので…。 

また来たいです。 

緑が多くてとてもよかった。手入れが大変ですが頑張ってください。 

皆様感じがよく癒されました。 

昔からよく通りかかって紫陽花がきれいで大きなおうちと思っていましたが、中に入ることができるイ

ベントを初めて知って、また来たいです。 

森の中にいる気分になりよかった。 

野草園がとても楽しかった。 

野草園に花名札（それも竹で）がついているのがよかった。 

よかったと思います。 

よく整備されていて、ボランティアの方に感謝します。 

緑がとてもいいですね。 
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問３ あなたは、「下保谷四丁目特別緑地保全地区」を自由に使うことができるとしたら、ど

のように使いたいですか。（自由にお書きください） 

いつでも入れるようにしてほしい。 

イベントではなく、みんなが集まるように。 

今のような形がよいと思う。 

オープンカフェや夕涼みができるスペースを作り、そこで得られた収入を本施設の管理・修繕費に

充てるとよいと思います。 

カフェとか。 

管理が大変になると思うが、月に１日または２か月に１度くらい散策ができるとうれしい。 

喫茶スペース。 

キャンプ見学会など、夜の景色も体験できたら面白いと思った。 

休日に子どもと散歩したいです。 

草木の観察。 

子どもとお花や木を植えて育てたい。 

昆虫探し。西東京歴史講座。ヨガ。キャンプ。 

参考になりました。 

散策の場、語りの場。 

散歩の途中に立ち寄り、ゆっくり休んでいきたいです。またぜひ来たいです。 

四季を通しての観察会。 

写真会、スケッチ。 

森林浴。のんびり空間。 

ずっと残してほしい。野草観察。 

たくさんのイベントをしたいです。 

俳句の会。 

ピクニック。 

保谷の歴史を学ぶ場を開いてほしい。カメラマンなので、高橋家にちなんだ”ファミリー写真撮影

会”をしたい。茶道×保谷の野菜でイベントを開きたい。 

ぼーっと緑の中にいたいです。 

ボランティアの方がたくさんいろいろなことを教えてくださり、とても勉強になりました。 

毎日、みんなで観察したい。 

また見せていただきたいです。 

マルシェ。 

夜も見学してみたい。 
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（３）下保谷四丁目特別緑地保全地区 令和３年秋の一般開放アンケート結果 

問１ あなた自身のことについてお答えください。 

（１）あなたの年齢を教えてください。（ひとつに○をつけてください） 

（N=245） 

 

（２）あなたのお住まいの地域を教えてください。（ひとつに○をつけてください） 

 

<その他の内容> 

足立区、板橋区、新宿区、杉並区、所沢市、東村山市、東久留米市、新庄市（２） 

（N=246） 

 

（３）あなたは以前に下保谷四丁目特別緑地保全地区のイベントに来たことがありますか。

（ひとつに○をつけてください） 

（N=246）  

1.2%

2.4%

10.2% 11.0% 10.2% 29.8% 35.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

24.0% 24.4% 14.2% 17.1% 9.3% 6.9% 4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市内・下保谷
市内・北東部（北町、栄町、ひばりが丘北、東町、中町、富士町）
市内・西部（ひばりが丘、谷戸町、緑町、西原町、芝久保町）
市内・中部（住吉町、泉町、保谷町、北原町、田無町）
市内・南部（南町、向台町、新町、柳沢、東伏見）
市外・練馬区
市外・その他

19.1% 80.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない
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問２ 「下保谷四丁目特別緑地保全地区一般公開」（紅葉観賞会）についてお答えください。 

（１）一般公開について、何を見て知りましたか。（あてはまるものすべてに○をつけてください） 

 

<その他の内容> 

FM西東京の冊子、HB町西東京、フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ネットページ 

（N=246） 

 

（２）参加したイベントを教えてください。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

（N=223） 

 

(３）一般公開について、ご意見・ご感想があれば教えてください。（自由にお書きください） 

・近くを通っていて気になっていたのですが、日程合わず、今日初参加しました。ていねいに手入れされ

ていて様々な季節の移ろいを見たいと思いました。赤い実や葉、黄色、緑色、青い空、茶色の落ち葉、落

ち葉をふみしめる感覚、木々の葉が風にゆれるサワサワという音、鳥の鳴く声、子どもたちの声、秋のす

がすがしい空気に木々の香り、とても良い時間をすごすことができました。ありがとうございます！ 

・学生ボラさんの展示、とってもかわいかったです。 

12/1の市報で 12/3に来た。タイミングが良かった（晴天にも恵まれた） 

①36年間西東京市に住んでいるのに、知らなかった。すばらしい緑地保全に感激です。 

②野草園のツアーでガイドさんの勉強ぶりにも感激しました。2021/12/04 10:30 分から２班でし

た。 

1歳の娘ときました。しおり喜んでます！ 

68.3%

13.8%

12.2%

5.7%

4.1%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

「広報西東京」（市報）

会場付近を通りかかって

人づてに聞いて

その他

西東京市ホームページ

ポスター

83.4%

74.9%

61.0%

23.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

紅葉鑑賞

屋敷内見学

野草園の見学（ツアー含む）

体験（落ち葉しおり・わなげ・竹ぽっくり・竹けん
玉・落ち葉遊び・写し絵）
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6月に転居して初めて北口に良い場所があったのを知った。 

いつも通るだけで中に入れることが良かったです。 

いやされました。活動に感謝します。ありがとうございます。 

おにいさん、おねえさんに子供（2歳）があそんでもらってたのしそうでした。ありがとうございました。 

お茶会で一服お茶をいただきたい。 

お茶会や日なたぼっこの会 

こちらに転居して一年、ずっと気になっていた場所だったので今回の見学に参加、とても広い敷地、立

派な大屋敷で驚きました。また、春に拝見したいと思いました。 

ご丁寧に説明していただきありがたかった。 

スタッフの皆さんは大変だと思いますが、度々催して欲しい。 

すばらしい。春もあればきてみたい。 

すばらしいです。ボランティアの皆様の努力に感謝です。 

すばらしい企画だと思います。ご苦労様です。 

すばらしい敷地の保存感謝です。 

すばらしい保存状態で、もっとちょくちょく寄りたいですが、保存のためには年 2回公開でも仕方ないで

すね。 

すばらしかったです。ありがとうございました。有料でもよいと思いました。 

すばらしかったです。ありがとうございます。四季それぞれに公開して欲しいです。 

どうもありがとう。春来ます。 

とっても良かったです。又、この様な機会を作ってください。また来たいです。 

とてもきれいでした。天気よくてよかったですネ。焼きいもの願望で幻香が。。 

とてもきれいで子どもも喜んでいました。また来たいと思います。 

とてもすてきな空間でした。家も草木も、お手入れされている方達すごいです。 

とてもよいイベントでした。 

とてもよい企画です。 

とてもよい体験でした。 

とても楽しいひとときでした。 

とても楽しく興味深かった。ボランティアの方の熱意に頭がさがります。 

とても貴重な機会を作って頂き感激します。維持管理は大変なことと思いますがイベントで寄付を募る

などして、なんとか保存していただきたいです。 

とても素敵な屋敷内でした。紅葉もきれいでした。 

とても良いと思う。 

とても良い機会に見学ができて楽しかったです。 

とても良い季節で、良いと思います。 

とても良かったです。 

とても良かったので続けてほしいです。 
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とても綺麗でした。ありがとうございました。 

なかなか良いです。いやされます。 

ふだん見ることの出来ない家の中を見学できてとてもよかったです。 

ボランティアの方の説明が、おもしろかった。 

また是非見学したいです。 

また来ます。係りのみなさまお疲れ様です。 

また来ますありがとう 

もう少し公開の回数がふえると嬉しい。 

もっとオープンにして下さい。 

もっと機会を増やしていただければ、見学させていただきます。 

もっと長い期間開放していただきたいです。 

よかばい 

以前からずっと中を見たいと思っていたので良い機会でした。 

以前から気になっていた場所で、コロナもあり、今回見学出来てよかったです。 

屋敷内見学は興味深くおもしろかったです。 

屋敷林と武蔵野郷土の歴史に興味がわきました。 

回数を増やしてほしい。 

回数を増やして頂けたら嬉しいです！ 

外出の機会がないので（コロナ）近くの公園（市内）等紹介いただければ幸いです。 

楽しかった（3歳息子） 

楽しかったです。 

感動しました。今後も見られることを希望します。 

管理が大変とは思いますが、ぜひもう少し日、時間、多いといいです。ボランティアの方、ありがとうござ

います。 

季節ごとに４回くらい開いて欲しい！ 

季節ごとに風情を楽しめるイベントを希望します。 

貴重な財産をいつまでもおまもりください。 

貴重な自然を見せていただきありがとうございました。 

休日に公開していただけるとうれしいです。 

玉子で作ってあるトラほしかったです。毎年エトを作っているとのこと、買えるようにしてほしい。よろしく

お願いします。 

近くにこんなすばらしい所があることを知りませんでした。来春は家人を連れて是非来たいと思います。 

近所に住んで 20年以上になるが、今回初めて見学しました。感激してます。 

空気がおいしくていやされました。ありがとうございました。 

月 2回くらいしてほしい。 

見学回数を増やしてほしい。 
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公開されていることが知らなかったので、色々な情報公開した方が良いと思います。 

公開していただけてうれしいです。 

公開の機会がもう少しあると嬉しい。 

紅葉とても綺麗でした。また子どもたち連れて来たいです！ 

紅葉の時期はもっと公開を増やして欲しい。 

今回はひとりで来ましたが、次回はぜひ友人、家族と訪れたいと思いました。野草ツアーのガイドの方

のお話、とても楽しかったです。 

今日は晴天に恵まれ皆様ご親切にボランティアの方々説明して下さって本当にありがとうございまし

た。 

桜の季節に来たいです。 

四季それぞれ 1回でいいです。見学出来たらいいです。 

四季毎にお願いします（やっているかも？） 

子どもたちがのびのび楽しんでいる姿がみれて嬉しかったです。 

子供が小学校の遠足でうかがい、もう一度来たがっていました。土曜の午前は習い事があり、夕方まで

公開していただけたら来れたのにと大変残念がっていました。次回来れるのを楽しみにしていたので、

平日の昼間と土曜のみでなく、時間を伸ばすか、日曜にも実施いただけたら大変喜びます。よろしくお

願いいたします。 

子供達を連れてきたかったのですが、ちょうど東小は学校があって来られませんでした。せめて３日間く

だい開放してほしいです。紅葉がとてもキレイでした。 

市職員の方が親切に対応してくださいました。 

若い人や多くの人の協力で公開されていて良い。 

秋冬もいいが是非夏に来たい。（今は木も紅葉しているので） 

春にまた来たいです。 

春にまた来たいと思います。 

春にもぜひ来たい。 

春にも公開してほしい。 

春にも来たいです。 

春の見学会に来たいと思います。（桜の咲くころ） 

春の公開に参加したい。 

春の野草の時に来たいです。 

初めて、この場に入ることができて良かったです。 

初めてだったのですが、大変良かったです。まず、とても広い敷地にびっくりしました。樹木が多い。高橋

家の長者になったことも（あいを作ったこと）すばらしいです。 

初めての場所で大変嬉しかったです。 

初めて見学しました。とても整備されていて良かった。 

初めて伺いました。すばらしいですね。地域の方々、行政、その他の皆さんの努力のたまものかとおもい

ます。おりにふれ公開してくださるとうれしいです。 
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初めて知った。今後も来たい。 

初めて入りましたが良かったです。 

初めて来園しましたが、野草園の見学は定期的に来てみたい。 

人数制限がありゆっくりみれた。 

素晴らしい企画ですね。 

素晴らしい取り組みだと思います。 

続けて下さい。 

体験が子どもたちは楽しめました。 

大変だと思いますが、とても良いので四季ごとにあると嬉しいです。 

大変良い 

地域にこのような所があるのはとても良いです。季節ごとのイベントを楽しみにしています。 

長年当市に住まいながら、こんな素晴らしい所があることを全く存じ上げませんでした。今後はシーズ

ンごとに時々見に来ます。 

定期的に実施してほしい。 

天候良く快適でした。 

土日にも野草園を開放していただけると嬉しいです。 

当該緑地を保全しつづけたい。 

日常的に見学できるとよいですね。現在の自然をなるべく保存してほしいです。 

入園料を取ってもいいから見学できる機会を増やしてもらえると嬉しい。 

年に何回も公開して欲しいです。 

普段、体感できない自然に触れることができ非常にありがたかった。 

毎月実施希望 

満足しました。ありがとうございました。 

木の高さや幹のランク説明がありましたが実際の木に標示がなかったのがわかりづらいと思いました。

野草園のガイドが良かったです。 

野草の花の咲くころの見学会はありますか。 

野草の咲く時期が楽しみです。 

野草園のツアーで沢山のことを学びました。ありがとうございました。これからも是非取り組みを続けて

ほしいです。季節ごとに、また来ます。 

野草園の花に名前が書いてあるのでよくわかってよかった。花の咲く時に又見せて下さい。 

練馬区の大泉にある金曜とイベントの時のみでなく牧師庭口のようにいつでも気軽に入って散策でき

るようにしてほしい。 
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問３ あなたは、「下保谷四丁目特別緑地保全地区」を自由に使うことができるとしたら、ど

のように使いたいですか。（自由にお書きください） 

・縁側でお茶をのみながらのんびりお庭をながめたり、本を読んだり、おしゃべりしたり、手芸をしたりし

たいです。 

・展示されていた草木染、すてきでした。草木染め体験が出来たらやってみたいです。 

・着付け教室 

・自然のままの地域公開 

・東大農場とのコラボができないか。東大農場の研究知見と武蔵野（当屋敷）の自然とを絡めて。 

・藍染体験などあれば 

・渋沢恵三氏の民俗学の紹介イベントなど 

あそびばにしたい。 

いつでも散策してみたいです。 

いつでも散歩できる場所を提供して頂けたらと思います。 

おいしいコーヒーを飲みながら日向ぼっこをしたい。 

オープンな小規模の休憩、カフェ 

お花見など！ 

お散歩。お茶を持ってのんびりいやされたいです。 

お茶できる場所。 

お茶のみ会や、おしゃべりの会等 

お茶会 

お茶会 

お茶会、樹木、野草の説明会など 

お茶会、保谷の歴史セミナー、婚活イベント、あい染め体験。 

カフェ 

カフェ 

サークル活動場所 

さんぽ 

さんぽ、ランチ 

スケッチ、写真撮影など 

ただのんびりすごす場所 

テレワークなど利用できれば良いと思います。 

のんびり散歩、読書 

バードウォッチング 

バーベキューなどしてみたいです。 

ピクニック、茶会（野立て）ヨガ 

まずはここを知ること。みんなで考えること。ここのものを使って、何かをつくること。 
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もちつきや地域のイベントで使いたい。 

もっと開放日をふやして日常的に散歩や探鳥をしたいです。 

やき芋、もちつき大会 

ゆっくりと四季おりおりの散歩にしたいです。 

リコーダー演奏会 

屋外コンサート、美術鑑賞（絵・書・美術品 etc.） 

音楽鑑賞会 

夏に虫とり。 

夏期の夕涼み（日中でもよい） 

家族で来て 1日中いたい。お茶したりも、、。 

花見、散歩 

気軽に入れる公園のようなものになったら嬉しいです。 

休みの時にいやしを求めに。 

月に 1 度、今回のように開放して頂けたら、季節で草木のうつりかわりが感じられていいなと思いまし

た。以前タイミング合わず、開放の日に来られなかったので。 

現状が望ましい。 

公園 

公園 

公園みたいにいつでも散策出来る様に出来たらば。 

考えてみます。 

今のように自由に植物が観察できるとうれしいです。 

今日も来て良かったです。お疲れ様です。 

昆虫や鳥のための草地をつくってほしい。 

散策 

散歩。色んな季節で。 

散歩コースの整備 

散歩に立ち寄り木をみたい。 

使わないです。保全すること、守ること、一番大変で、このまま保全することが大事。守るために寄付、ボ

ランティアをつのることも大事。 

子どもたちとの交流 

子どものイベント、マルシェ。とらのおきもの買いたかった！ 

子どもの居場所づくりのひとつ 

子どもの散歩で使用したいです。 

子どもの体験教室 

子供がかくれんぼしたいと言っています。 

子供とレジャーシートを広げて遊びたいです。 
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子供と散歩 

子供達の勉強の場に活用できたら 

市民の自然を語り合う会。コンサート、合唱。撮影会（コンテスト） 

時々来て写真を撮りたい。 

自然公園として開放できたらいいと思います。 

写真さつえい 

写生 

手芸とかパッチワークの作品展示 

手入れしてこその財産ですね。 

宿泊 

春・秋のライトアップイベント開催等。 

常に訪れることが出来る様に PR等もっと積極的にしてほしいと思いました。 

森の中でのヨガ、体操など（？） 

静かにそのまま。屋敷林の”御神木”発見。一番古い木みたい。「ムクノキ」らしい。板根がみごとでした。 

昔の生活体験 

短期宿泊 一泊二日、学習付き 

地域のいこいの場として、日常開放出来ると良いですね。 

池を作る。外で抹茶会 

竹コプターとか手作りしたいです！（竹のおもちゃとか？） 

茶会 

定期的に入れたらうれしい。 

度々散策、カメラ撮りたい。 

読書会、音楽会（鑑賞） 

農業の多面的機能の実証公開 

保全につながる作業をからめて体験できることがいいと思います。地区を維持することは大変なことだ

と思うから。 

野草園を花が咲く時期に楽しみたいです。 

野鳥観察 

落ち葉でやきいもをやりたいです。また企画して下さい。 

 


